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平成 29 年度科学研究費助成事業に係る応募資格の取扱い等について（通知） 
 
 
 平成 29 年度科学研究費助成事業に係る応募資格等については，文部科学省等が定める公募要領

のほか，下記の点に留意し，手続きについて遺漏のないようお取り計らい下さい。 
 

記 
 

退職者又は退職が予定されている者の応募について 

 １．「既に本学を定年退職した者」又は「現在，本学の教育職員であるが，定年退職までの期間

内に科学研究費助成事業の研究課題が完了しない者」については，各部局において，研究者と

しての諸要件を満たしていることを当該部局長が確認した場合には，科学研究費助成事業への

応募資格を認めるものとします。 
   なお，研究者としての諸要件とは，「研究に従事することが適切である職位又は称号を有す

ること」，「研究場所が確保されていること」及び「研究上何らかの事故が発生した場合の保障

がなされること」といった，本学常勤の教育職員と同等の研究環境が整備されていることをい

います。 
 
     科学研究費補助事業の経費により雇用される者の勤務時間管理について 

２．科学研究費助成事業の経費により雇用される者については，当該科学研究費助成事業の他

に主たる雇用元がある場合は，主たる雇用元の勤務時間外で当該科学研究費助成事業に従事す

ることが雇用の前提となるため，研究代表者及び当該被雇用者は，業務のエフォート及び時間

管理を徹底してください。 
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